
 

 

市の配食サービスを希望する方が 

担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談 

 

相談を受けたケアマネジャーや地域包括支援センターが 

高齢者支援課へ対象になる方かどうかを確認する 
 

 

 

市の配食サービスは受けられません 

自費での利用お願いします 

 

対象者と相談し、どの事業者を利用するか決める。 

ケアマネジャーや地域包括支援センターが事業者に連絡（対応可否の確認、日にち

調整等） 

 

ケアマネジャーや地域包括支援センターが高齢者支援課へ申請書を提出 

 

高齢者支援課から利用承認通知書が事業者へ送付されます 

※申請書提出から承認まで数日を要するので、余裕をもって申請お願いします 

※対象者には事業者から、最初のお弁当の配達時に利用承認通知書が届けられます 

※１食 350 円の自己負担となります 

 

〈お問合せ先〉 

高齢者支援課（駅前庁舎） ℡017-734-5326 

健康福祉課（浪岡庁舎）  ℡0172-62-1134 

青森市配食サービスの申請の流れ 

 

 

対象の場合 対象外の場合 

６５歳以上の方 

※ 

※参照：青森市配食サービス事業者一覧 

※ 

※参照：青森市配食サービス利用申請書 


